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新潟市附属機関等に関する指針 

第１章 総則 

（趣旨）

第１条 この指針は、本市における附属機関及び懇話会等（以下「附属機関等」という。）

の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

 （定義）

第２条 この指針において「附属機関」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１３８条の４第３項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより本市が設置す

る機関をいう。 

２ この指針において「懇話会等」とは、市民、関係行政機関、関係団体、学識経験者等

から意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として、要綱等により本市が開催

する会合（懇話会、懇談会、協議会等の名称の如何を問わない。）をいう。ただし、次の

各号のいずれかに該当するものは除く。 

（１） 本市職員のみで構成するもの 

（２） 関係行政機関、関係団体との連絡調整を主な目的とするもの 

（３） イベント等を実施するために組織するもの 

（４） 特定の事業等に係る事業者等の選考を主な目的とするもの 

（５） 本市職員の研修、研究等を主な目的とするもの 

（６） その他この指針の対象として適切でないもの 

第２章 附属機関 

（附属機関の新設） 

第３条 附属機関は、法律により設置が義務付けられているものを除き、次のいずれにも

該当する場合に限り設置するものとし、あらかじめ行政経営課と協議するものとする。 

 （１） 地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づく自治紛争処理委員、審査会、

審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査を行うもの 

（２） 他の行政手段又は現に設置している附属機関では、その目的を達成することが

できないもの 

２ 附属機関の所掌事務が臨時的なものである場合は、当該附属機関の設置期間を設ける

ものとする。 

３ 各附属機関の所管課長は、その所管する附属機関を設置した場合は、行政経営課長に

報告するものとする。 

（附属機関の見直し） 

第４条 現に設置している附属機関で、法律により設置が義務付けられているものを除き、

次の各号のいずれかに該当する場合については、廃止又は他の附属機関との統合を検討
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するものとする。 

（１） 既に設置目的を達成したもの 

（２） 社会経済情勢の変化等により、設置の必要性が低下してきたもの 

（３） 活動が著しく不活発なもの 

 （４） 設置目的、委員構成等が他の附属機関と類似又は重複しているもの 

 （５） その他行政の効率性の見地から見直しを行うことが望ましいもの 

２ 各附属機関の所管課長は、その所管する附属機関を廃止又は統合した場合は、行政経

営課長に報告するものとする。 

（委員の選任）

第５条 附属機関の委員は、当該附属機関の機能が十分に発揮されるよう、その設置目的

をふまえて広く各界各層から選任することとし、次の各号に掲げる事項に留意するもの

とする。ただし、法令、条例又は規則（以下「法令等」という。）に定めがあるものにつ

いては、この限りでない。

（１） 委員数は、２０人以内とする。

（２） 「新潟市附属機関等への女性委員の登用促進要綱」に基づき、女性委員の割合

が４５％以上となるよう努めるものとする。 

（３） 特定の年齢層に偏らないように選任する。 

（４） 本市職員及び本市議会議員は、選任しない。 

（５） 委員を再任する場合は、通算の在任期間が６年を超えないものとする。 

（６） 委員の併任は、３の附属機関等までとする。 

（７） 委員の一部は、公募により選任する。 

２ 次のいずれかに該当する者を附属機関の委員に選任する場合は、前項第４号から第６

号までの規定を適用しないことができる。 

（１） 所掌事務に密接な関連を有する団体からの推薦により選任している者又はこれ

に準ずると認められる者

（２） 専門知識、経歴等に照らし、他の者に替えがたいと認められる者

３ 次の各号のいずれかに該当するものについては、第１項第７号の規定を適用しないこ

とができる。 

（１） 行政処分、不服審査、職員処分等に関する事項について審議等を行うもの 

（２） 新潟市情報公開条例（昭和６１年新潟市条例第４３号）第６条各号に定める非

公開情報と認められる事項について審議等を行うもの 

（３） 所掌事務が高度に専門的であるため、全ての委員が高度な専門知識を有する必

要があるもの

（４） 市民からの意見聴取は別に実施するため、有識者会議として設置するもの 

４ 公募により選任する委員の定数を定めた場合において、選考の結果、定数に満たなか

ったときは、他の方法により委員を選任することができるものとする。 

５ 委員の選任を行うにあたっては、あらかじめ行政経営課長に第１項第６号の規定に関

する確認を行うこととし、選任後は報告するものとする。 
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（委員の公募） 

第６条 附属機関の委員を公募するにあたって、その応募資格のある者は、次の各号に掲

げる要件を全て満たしている者とする。ただし、附属機関の所掌事務等に照らして、こ

れにより難いときは、この限りでない。

（１） 本市に在住する者で、満１８歳以上の者

（２） 本市職員及び本市議会議員ではない者 

（３） 本市の附属機関等の委員ではない者 

２ 公募の周知は、応募期間の開始日までに、次の各号に掲げる事項を本庁舎掲示板及び

適切な場所に掲示するとともに、ホームページに掲載することにより行うものとし、応

募期間は少なくとも１か月以上の期間を設けるものとする。 

（１） 附属機関の名称 

 （２） 所掌事務 

 （３） 委員任期 

（４） 会議の開催予定回数及び時期並びに報酬 

 （５） 募集人数及び委員総数 

（６） 応募資格及び基準日 

（７） 応募方法及び応募期間 

 （８） 選考方法 

 （９） 問い合わせ先 

 （１０） その他必要と思われる事項 

３ 公募委員の選考については、原則として選考委員会を設置して行うこととし、次の各

号に掲げる方法の全部又は一部により行うものとし、選考結果は応募者全員に速やかに

通知するものとする。 

 （１） 作文 

 （２） 面接 

 （３） その他適当と認める方法 

４ 委員の公募に関する手続きについては、要領を策定し、規定するものとする。 

（無作為抽出による委員の選任） 

第６条の２ 附属機関の委員の一部を住民基本台帳データから一定の条件のもと、無作為

に抽出した市民で、そのうち委員の選任を承諾した者の中から選任することができるもの

とする。特に広く市民の参画が必要であると認められるもの又は公募委員の応募者が募集

人数を下回ったことがあるものについては、無作為抽出による委員の選任を行うよう努め

るものとする。 

２ 前項に規定する手続きにより委員を選任するにあたっては、あらかじめ第５条第１項

第４号から第６号までの規定に関する確認を行うものとする。 

３ 第１項に規定する手続きにより選任した委員は公募委員とみなす。 
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第３章 懇話会等 

（懇話会等の開催等） 

第７条 懇話会等は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り新たに開催するものとし、

あらかじめ行政経営課と協議するものとする。 

 （１） 市民意見の反映や専門的な知識の導入等を行うため、市民、関係行政機関、関

係団体、学識経験者等からの意見を必要とするもの 

（２）  他の行政手段又は既存の懇話会等では、その目的を達成できないもの 

２ 新たな懇話会等の開催にあたっては、第３条第２項及び第３項の規定を準用する。 

３ 既存の懇話会等の見直しにあたっては、第４条の規定を準用する。

（懇話会等の運営等） 

第８条 懇話会等の運営にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。 

（１） 組織としての意思を決定するための手続きは行わないこと。 

（２） 懇話会等の名称については、「審議会」、「審査会」及び「調査会」を付した名称

を用いないこと。 

（３） 懇話会等の所掌事務については、「審議する」、「審査する」、「諮問する」、「答申

する」及び「建議する」の表現を用いないこと。 

（４） 懇話会等の検討結果については、「答申」及び「建議」の表現を用いず、「報告」、

「提言」又は「意見」の表現を用いること。 

（５） 懇話会等の委員が会議に出席したことに対し、対価を支払う場合の歳出科目は、

報償費であること。 

２ 懇話会等の委員の決定及び公募にあたっては、第５条、第６条及び第６条の２の規定

を準用することとし、その決定については一般の文書により依頼するものとする。

第４章 会議開催及び情報公開 

（会議の公開）

第９条 附属機関等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

（１） 法令等により会議が非公開とされている場合

（２） 新潟市情報公開条例第６条各号に定める非公開情報に該当すると認められる

事項について審議等を行う場合

（３） 会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議運営に著しい支障が生ずると

認められる場合

２ 附属機関等は、前項の規定に基づき会議の公開又は非公開を決定し、会議の全部又は

一部を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにするものとする。

３ 公開する会議の傍聴方法については、次の各号に定めるところによる。

（１） あらかじめ十分な傍聴定員を定めるよう努め、当該会議の会場に傍聴席を設置

するものとする。
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（２） 当日傍聴を希望する者のうちから先着順に傍聴を認めるものとし、傍聴の受付

開始時間において既に傍聴定員を上回る傍聴希望者がいた場合は、抽選等により

決定するものとする。

（３） 特別な事情がある場合は、前号の規定にかかわらず、あらかじめ抽選等により

傍聴者を決定することができるものとする。

（４） 傍聴者には会議次第を配付するとともに、配布資料の作成に多額の費用を要す

るなど特別の事情ある場合を除き、会議資料を配布するものとする。

（５） 傍聴に関する遵守事項等を定めた要領を策定し、会場の秩序維持に努めるもの

とする。

４ 公開する会議の周知は、会議開催日の少なくとも２週間前までに、次の各号に掲げる

事項を本庁舎掲示板及び適切な場所に掲示し、ホームページに掲載する。ただし、会議

を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

 （１） 附属機関等の名称

 （２） 開催日時

 （３） 開催場所

 （４） 会議内容

 （５） 一部非公開の理由

 （６） 傍聴定員

（７） 傍聴申込方法

（８） 問い合わせ先

（９） その他必要と思われる事項

（会議の開催等）

第１０条 附属機関等の会議を開催するにあたっては、当該附属機関等の設置又は開催目

的、所掌事務及び委員構成をふまえ、特に広く市民の参画が必要であると認められるも

のは、できるだけ休日又は夜間の開催も行うよう努めるものとする。ただし、委員の公

募を行わない非公開会議の附属機関等については、この限りではない。

２ 会議資料は、会議当日に十分な審議ができるよう、事前に各委員に配布するよう努め

るものとする。

（情報公開）

第１１条 附属機関の新設又は新たな懇話会等を開催したときは、次の各号に掲げる事項

を記載した書類を市政情報室に設置し、閲覧に供するとともに、ホームページに掲載す

るものとする。

 （１） 附属機関等の名称

 （２） 設置又は開催の根拠

（３） 所掌事務

（４） 公開又は非公開の別（全部又は一部非公開の場合はその理由）

（５） 所管する課等の名称

（６） その他必要と思われる事項
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２ 附属機関等の会議を開催したときは、会議の公開、非公開にかかわらず、会議終了後

速やかに会議概要をホームページに掲載するものとする。

３ 附属機関等の会議を公開して開催したときは、会議終了後次に掲げる事項を市政情報

室に設置し、閲覧に供するとともに、ホームページに掲載するものとする。ただし、第

３号に掲げる事項については、法令に特別の定めがある場合を除き、この限りではない。

 （１） 会議概要

 （２） 会議資料

 （３） 会議録

第５章 補則 

（その他） 

第１２条 この指針の運用にあたって必要な事項は、別に定めるものとする。

附 則 

（施行期日） 

１ この指針は、平成２３年２月１日から施行する。 

（旧指針の廃止） 

２ 附属機関等の設置及び運営に関する指針（平成１６年４月１日施行）、附属機関等の会

議の公開に関する指針（平成１５年５月２０日施行）及び附属機関等の委員の公募に関

する指針（平成１６年４月１日施行）は廃止する。 

（経過措置） 

３ この指針の施行の日における既存の懇話会等については、この指針の施行の日から平

成２４年４月１日までの間は、第８条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例により

懇話会等を運営することができる。 

  附 則 

 この指針は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この指針は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この指針は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この指針は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この指針は、平成３０年６月１日から施行する。 


